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お 客 さ ま 各 位 

株 式 会 社 岩 手 銀 行 

《いわぎん》インターネット EBサービス「ビジネス Web」利用規定の改定について 

平素より岩手銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当行では、以下のとおり利用規定を改定しますのでお知らせいたします。 

記 

１．改定趣旨 

2024年 11月に「トランザクション認証トークン」を導入することに伴い、現行の「トークン利用に

かかる追加規定」を廃止し、トークンに関する取扱いについてビジネス Web 利用規定に包含するもの

です。 

２．改定日 

2024年 11月 1日 

３．改定後の規定 

  以下のリンクよりご確認いただけます。 

《いわぎん》インターネット EBサービス「ビジネス Web」利用規定 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

岩手銀行システム部 小野寺 

電話：０１９－６２３－１１１１（代表） 

https://www.iwatebank.co.jp/assets/pdf/businessweb_kitei_20241101.pdf

